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は
じ
め
に

第
一
章
　
民
族
共
同
休
の
建
設
　
－
　
「
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ツ
人
、
一
人
一
人
を
わ
れ
わ
れ
の
理
想
に
合
致
し
た
鋳
型
に
入
れ
て
鋳
直
す
」

一
戦
い
の
第
二
段
階

二
　
運
命
共
同
体
の
建
設
　
Ⅰ
（
以
上
『
法
経
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
号
、
第
四
号
、
第
三
八
巻
第
一
・
二
号
、
第
三
九
巻
第
二
号
）

三
　
運
命
共
同
体
の
建
設
　
Ⅱ

‖
民
族
の
敵
に
対
す
る
対
内
戦
争

日
共
同
体
と
犯
罪
（
以
上
『
法
経
研
究
』
第
三
九
巻
第
二
号
）

臼
共
同
体
と
刑
罰
（
『
法
経
研
究
』
第
三
九
巻
第
三
号
）

四
常
習
犯
罪
者
と
保
安
処
分
（
『
法
経
研
究
』
第
三
九
巻
第
四
号
）

飼
罪
刑
法
定
主
義
の
否
定
（
F
法
経
研
究
』
第
四
〇
巻
第
二
号
）

囲
特
別
裁
判
所
と
民
族
裁
判
所
（
本
号
）

民
族
共
同
体
と
法
（
九
）

五
五



法
経
研
究
四
〇
巻
二
号
二
九
九
一
年
）

困
　
特
別
裁
判
所
と
民
族
裁
判
所

『
犯
罪
者
に
対
し
電
光
石
火
の
処
罰
を
！
』
と
題
す
る
論
文
の
冒
頭
、
「
民
族
の
保
護
、
不
法
の
購
罪
、
共
同
体
的
意
思
の
確
立
、
こ
れ
ら

が
刑
法
の
意
味
で
あ
り
、
目
的
で
あ
る
」
と
の
『
刑
法
典
改
正
草
案
』
の
序
文
の
規
定
を
改
め
て
引
用
し
た
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
こ
の
文
言
を

前
提
に
、
刑
事
司
法
に
対
し
以
下
の
要
求
を
突
き
つ
け
た
、
即
ち
、
「
こ
れ
ら
三
つ
の
目
的
す
べ
て
を
完
全
に
実
現
す
る
た
め
に
、
刑
事
司
法

は
、
そ
の
持
て
る
力
の
す
べ
て
を
傾
注
し
、
事
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
た
し
か
に
、
共
同
体
の
保
護
を
目
的
に
、
政
権
掌
撞
直
後

か
ら
始
ま
っ
た
一
連
の
刑
事
立
法
が
、
民
族
の
敵
に
対
す
る
「
刃
こ
ぼ
れ
の
な
い
鋭
利
な
武
器
」
と
し
て
、
実
際
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
、
政
治

指
導
部
の
期
待
に
沿
う
有
効
な
機
能
を
発
拝
し
う
る
か
否
か
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
に
審
理
と
処
罰
を
直
接
担
当
す
る
刑
事
司
法
の
行

動
如
何
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
『
刑
法
典
』
の
改
正
を
中
心
と
し
た
実
体
法
の
領
域
に
お
け
る
一
連
の
立
法
作
業
と
平
行
し
て
、
司
法

制
度
の
領
域
で
の
改
革
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

仙
特
別
裁
判
所

ポ
ツ
ダ
ム
の
ガ
ル
ニ
ゾ
ン
教
会
で
新
政
府
の
発
足
が
厳
か
に
祝
わ
れ
た
完
三
三
年
三
月
三
日
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
「
敵
対
的
勢
力
に
よ

る
国
家
と
党
に
対
す
る
陰
謀
的
攻
撃
の
強
力
か
つ
迅
速
な
鎮
圧
」
を
目
的
に
、
司
法
の
領
域
に
お
け
る
最
初
の
大
き
な
立
法
措
置
と
し
て
、
一

九
三
＝
竺
〇
月
六
日
の
『
経
済
及
び
財
政
の
保
全
並
び
に
政
治
的
無
法
行
為
の
鎮
圧
に
関
す
る
第
三
次
ラ
イ
ヒ
大
統
領
令
』
第
六
部
第
二
章

に
も
と
づ
き
、
『
特
別
裁
判
所
の
設
置
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
政
府
命
令
』
を
制
定
。
竺
条
に
お
い
て
、
各
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
管
轄
区
域
毎

に
、
三
名
の
職
業
裁
判
官
か
ら
な
る
「
特
別
裁
判
所
」
の
設
置
を
宣
言
し
た
『
命
令
』
は
、
第
二
条
に
お
い
て
、
一
九
三
三
年
二
月
二
八
日
の

『
民
族
と
国
家
の
保
護
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
令
』
、
お
よ
び
一
九
三
三
年
三
月
三
日
の
『
国
民
高
揚
の
政
府
に
対
す
る
陰
謀
的
攻
撃
を
防

衛
す
る
た
め
の
ラ
イ
ヒ
大
統
領
令
』
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
重
罪
お
よ
び
軽
罪
の
管
轄
権
に
関
し
、
そ
れ
が
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
あ
る
い
は
上
級
ラ
ン

ト
裁
判
所
に
属
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
を
普
通
裁
判
所
か
ら
取
り
上
げ
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
「
特
別
裁
判
所
」
に
付
与
。
さ
ら
に
、



第
五
条
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
裁
判
所
毎
に
一
個
の
「
特
別
公
訴
官
庁
」
の
設
置
を
命
じ
た
『
命
令
』
は
、
第
六
条
以
下
に
お
い
て
、

特
別
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
手
続
き
に
関
し
、
「
刑
事
訴
訟
法
及
び
裁
判
所
構
成
法
の
規
定
を
準
用
す
る
」
（
第
六
条
）
と
し
な
が
ら
も
、
「
迅

速
な
審
理
と
処
罰
」
の
実
現
を
目
的
に
、
通
常
の
裁
判
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
重
要
な
い
く
つ
か
の
法
的
手
続
き
か
ら
こ
れ
を
解
放
、
即
ち
、

「
拘
留
命
令
に
関
す
る
口
頭
弁
論
」
、
「
予
審
」
、
「
公
判
開
始
の
決
定
」
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
れ
を
「
行
わ
ず
」
（
第
九
条
、
第
二
条
）
、

あ
る
い
は
「
必
要
と
し
な
い
」
（
第
一
二
条
）
と
し
、
「
証
拠
調
べ
」
に
つ
い
て
も
、
「
事
件
の
解
明
の
た
め
証
拠
調
べ
を
必
要
と
し
な
い
と
の

確
信
を
得
た
場
合
」
、
こ
れ
を
「
拒
否
し
う
る
」
（
第
三
一
条
）
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
上
訴
に
関
し
て
は
、
「
特
別
裁
判
所
の
決
定
に
対
し

て
は
、
い
か
な
る
法
律
上
の
救
済
も
認
め
な
い
」
（
第
一
六
条
）
こ
と
を
規
定
、
こ
れ
に
よ
り
、
決
定
は
言
い
渡
し
と
同
時
に
確
定
し
、
た
だ

ち
に
執
行
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

「
民
族
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
者
が
、
一
致
団
結
し
た
運
命
共
同
体
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
や
が
て
特
別
裁
判
所
の
役
割
は
徐
々
に
減

少
す
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
故
、
特
別
裁
判
所
は
、
過
渡
的
現
象
と
み
な
さ
れ
う
る
」
と
の
デ
ル
ナ
ー
の
言
葉
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
後
の
特
別
裁
判
所
の
歴
史
は
、
管
轄
権
拡
大
の
そ
れ
で
あ
っ
倍
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
完
三
八
年
二
月
二
〇

日
の
『
特
別
裁
判
所
の
管
轄
権
拡
大
に
関
す
る
命
令
』
は
、
当
時
大
き
な
社
会
的
反
響
を
よ
ん
だ
ギ
ャ
ン
グ
的
手
法
を
用
い
た
財
産
犯
罪
に
対

す
る
「
民
族
感
情
を
掛
酌
し
た
迅
速
な
判
決
」
を
目
的
瞑
、
そ
れ
ま
で
原
則
と
し
て
政
治
的
犯
罪
に
限
定
さ
れ
て
い
た
特
別
裁
判
所
の
管
轄
権

を
、
非
政
治
的
犯
罪
へ
と
拡
大
、
即
ち
、
「
陪
審
裁
判
所
ま
た
は
下
級
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
重
罪
に
関
し
、
公
訴
官
庁
は
、
行
為
の
重
大

性
、
あ
る
い
は
非
難
性
、
あ
る
い
は
人
々
の
間
に
惹
起
さ
れ
た
激
昂
を
掛
酌
し
た
結
果
、
特
別
裁
判
所
に
よ
る
迅
速
な
判
決
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
と
の
判
断
を
下
し
た
場
合
、
特
別
裁
判
所
に
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
そ
の
後
、
一
九
三
九
年
九
月
一
日
、
国
防
最
高
評
議
会

に
よ
り
制
定
さ
れ
た
『
裁
判
所
の
構
成
及
び
司
法
の
領
域
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
命
令
』
は
、
陪
審
裁
判
所
ま
た
は
下
級
裁
判
所
の
管
轄
に

服
す
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
に
つ
き
、
公
訴
官
庁
が
、
「
当
該
行
為
に
よ
り
公
の
秩
序
及
び
安
全
が
特
別
重
大
に
危
う
く
さ
れ
た
」
と
判
断
し
た

民
族
共
同
休
と
法
（
九
）
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〇
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二
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九
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八

場
合
、
特
別
裁
判
所
に
公
訴
を
提
起
し
う
る
と
す
る
（
第
一
九
条
）
と
と
も
に
、
他
方
で
、
特
別
裁
判
所
の
増
設
（
第
一
八
条
）
、
弁
護
の
制

限
措
置
（
第
二
〇
条
、
第
三
条
）
を
規
定
、
さ
ら
に
は
、
軽
罪
に
関
し
、
『
刑
事
訴
訟
法
』
第
二
三
条
の
前
提
が
な
い
場
合
に
も
、
「
事
実

が
単
純
で
あ
り
、
か
つ
特
別
な
理
由
か
ら
即
時
判
決
が
必
要
と
さ
れ
る
」
場
合
、
「
迅
速
手
続
き
」
に
よ
る
判
決
（
第
二
二
条
）
を
承
認
。
こ

れ
ら
の
立
法
を
含
め
、
度
重
な
る
管
轄
権
の
拡
大
の
結
果
、
「
法
実
務
に
も
た
ら
さ
れ
た
重
大
な
困
難
お
よ
び
不
確
実
性
」
の
解
消
を
目
的
に
、

ラ
イ
ヒ
行
政
の
全
権
受
任
者
で
あ
る
フ
リ
ッ
ク
は
、
完
四
〇
年
二
月
三
日
、
『
管
轄
権
に
関
す
る
命
部
』
を
制
定
。
そ
の
中
で
、
特
別
裁

判
所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
の
正
確
な
線
引
き
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
三
条
は
、
以
下
の
犯
罪
に
つ
き
、
特
別
裁
判
所
に
対
し

排
他
的
な
管
轄
権
を
授
与
、
即
ち
、
①
一
九
三
四
年
三
月
二
〇
日
の
『
覚
及
び
国
家
に
対
す
る
陰
謀
的
攻
撃
並
び
に
覚
制
服
の
保
護
に
関
す

る
法
律
』
に
定
め
る
重
罪
お
よ
び
軽
罪
、
な
ら
び
に
刑
法
第
二
二
四
条
a
お
よ
び
第
二
二
四
条
b
に
定
め
る
軽
罪
、
②
刑
法
第
二
三
九
条
a

な
ら
び
に
一
九
三
八
年
六
月
二
二
日
の
『
街
路
強
盗
法
』
に
定
め
る
重
罪
、
③
一
九
三
九
年
九
月
一
日
の
『
臨
時
ラ
ジ
オ
措
置
に
関
す
る
命
令
』

に
定
め
る
重
罪
、
④
一
九
三
九
年
九
月
四
日
の
『
戦
時
経
済
命
令
』
第
一
条
に
定
め
る
重
罪
お
よ
び
軽
罪
、
⑤
一
九
三
九
年
九
月
五
日
の
『
民

族
の
害
虫
令
』
第
一
条
に
定
め
る
重
罪
、
⑥
一
九
三
九
年
三
月
五
日
の
『
暴
力
犯
罪
者
に
対
す
る
命
令
』
第
一
条
お
よ
び
第
二
条
に
定
め
る

重
罪
。
こ
れ
ら
特
定
の
犯
罪
以
外
の
そ
の
他
の
重
罪
お
よ
び
軽
罪
に
関
し
て
も
、
『
命
令
』
は
、
第
一
四
条
に
お
い
て
、
一
定
の
条
件
の
下
に
、

公
訴
官
庁
に
対
し
、
管
轄
権
の
選
択
を
委
ね
た
、
即
ち
、
「
公
訴
官
庁
が
、
行
為
の
重
大
性
、
あ
る
い
は
非
難
性
を
掛
酌
し
、
人
々
の
間
に
惹

起
さ
れ
た
激
昂
、
あ
る
い
は
公
の
秩
序
も
し
く
は
安
全
の
故
に
、
特
別
裁
判
所
に
よ
る
迅
速
な
判
決
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
の
判
断
を
下
し
た

場
合
、
特
別
裁
判
所
は
、
そ
の
他
の
重
罪
及
び
軽
罪
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
。
公
訴
官
庁
は
、
そ
の
他
、
一
九
三
六
年
一
〇
月
二
九
日
の
四
力

年
計
画
実
施
の
た
め
の
法
律
に
も
と
づ
き
発
せ
ら
れ
た
命
令
に
対
す
る
違
反
行
為
、
と
り
わ
け
一
九
三
九
年
六
月
三
日
の
価
格
命
令
に
対
す
る

違
反
に
お
け
る
刑
罰
及
び
刑
事
手
続
き
に
関
す
る
命
令
に
も
と
づ
き
可
罰
的
と
さ
れ
た
違
反
行
為
に
つ
き
、
特
別
裁
判
所
に
公
訴
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
」



㈲
民
族
裁
判
所

特
別
裁
判
所
の
設
置
お
よ
び
管
轄
権
拡
大
の
背
景
と
し
て
は
、
「
客
観
性
」
で
は
な
く
、
「
合
目
的
性
」
を
基
本
原
理
と
す
る
新
た
な
裁
判
観

の
登
場
の
他
に
、
ナ
チ
ス
政
治
指
導
部
の
従
来
の
裁
判
所
、
裁
判
官
に
対
す
る
不
信
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
政
権
掌
握
後
ま

も
な
く
、
こ
う
し
た
不
信
感
を
一
層
増
幅
さ
せ
、
決
定
的
な
ら
し
め
た
事
件
と
し
て
、
「
国
会
放
火
事
件
」
に
対
す
る
一
九
三
三
年
二
万
二

三
日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
が
あ
っ
た
。
「
自
供
」
に
も
と
づ
い
て
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
ヴ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ル
ッ
ベ
を
除
き
、
ド
イ
ツ
共
産

党
書
記
長
ト
ル
ダ
ラ
ー
お
よ
び
三
人
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
共
産
主
義
者
を
無
罪
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
第
四
刑
事
部
の
審
理
と
判
決
に
対
し
、

党
は
た
だ
ち
に
、
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
紙
上
に
お
い
て
、
判
決
内
容
の
要
約
と
と
も
に
、
『
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
の
誤
っ
た
裁
判
』

と
の
表
題
を
付
し
た
抗
議
声
明
を
発
毛
声
明
は
い
う
、
「
判
決
は
民
族
の
法
感
情
に
て
ら
せ
ば
明
ら
か
に
誤
っ
た
判
決
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
形
式
主
義
的
な
法
律
的
理
由
づ
け
と
い
っ
た
も
の
に
納
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
、
今

日
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
政
上
の
法
意
識
に
何
ら
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
も
し
、
判
決
が
、
新
た
な
ド
イ
ツ
の
中
で
再
び
妥
当

性
を
兄
い
出
し
た
と
こ
ろ
の
、
民
族
の
感
情
に
根
ざ
し
た
真
の
法
に
も
と
づ
い
て
宣
言
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ

て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
か
か
る
誤
っ
た
法
律
的
手
続
き
の
結
果
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
産
主
義
が
ナ
チ
ズ
ム
革
命
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ

ず
、
そ
の
支
持
者
が
叩
き
の
め
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
共
産
主
義
の
危
険
を
ド
イ
ツ
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
ま
ま
に
終
わ
る
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
っ
た
判
決
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
判
決
よ
り
以
上
に
、
既
に
寛
服
さ

れ
た
は
ず
の
民
族
と
無
縁
の
自
由
主
義
的
思
想
の
枠
組
か
ら
い
ま
だ
抜
け
出
せ
な
い
わ
れ
わ
れ
の
法
生
活
に
対
す
る
根
本
的
変
革
の
必
要
性
を
、

誰
の
眼
に
も
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
し
て
み
せ
た
の
で
あ
璽
」

た
し
か
に
、
こ
れ
は
、
「
時
代
遅
れ
と
な
っ
た
司
法
」
の
抜
本
的
改
革
を
狙
っ
て
い
た
ナ
チ
ス
に
と
っ
て
、
向
こ
う
か
ら
転
が
り
こ
ん
で
き

た
「
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
」
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
判
決
か
ら
結
論
を
引
き
出
す
術
を
知
っ
て
い
る
し
、
ま
た
そ
う

民
族
共
同
体
と
法
（
九
）
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す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
ク
ー
の
言
葉
は
、
そ
れ
か
ら
四
カ
月
後
の
完
三
四
年
四
月
二
四
日
、
『
刑
法

及
び
刑
事
訴
訟
手
続
き
の
規
定
の
改
正
の
た
め
の
法
律
』
の
中
で
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
壷
に
お
い
て
、
大
逆
罪
お
よ
び
背

反
罪
に
関
し
、
従
来
の
『
刑
法
典
』
の
条
項
の
全
面
的
改
正
を
実
施
し
た
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
同
時
に
、
第
三
章
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
犯

罪
に
対
す
る
管
轄
権
を
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
か
ら
取
り
上
げ
、
新
た
に
設
置
を
命
令
し
た
「
民
族
裁
判
所
」
に
付
与
（
第
妄
竺
項
）
。
こ
の
裁

判
所
の
構
成
に
関
し
て
は
、
第
妄
第
二
項
が
、
「
民
族
裁
判
所
は
、
公
判
に
お
い
て
は
裁
判
長
を
含
め
五
名
の
裁
判
官
、
そ
れ
以
外
に
お
い

て
は
裁
判
長
を
含
め
三
名
の
裁
判
官
を
も
っ
て
決
定
を
な
す
。
裁
判
長
及
び
も
う
右
の
裁
判
官
は
裁
判
官
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す

る
」
と
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
・
ゆ
る
「
素
人
裁
判
官
」
の
制
度
を
導
入
。
こ
の
制
度
の
導
入
の
理
由
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、

『
ド
イ
ツ
法
曹
新
聞
』
の
「
法
律
展
望
」
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
、
「
民
族
裁
判
所
が
管
轄
権
を
も
つ
に
至
っ
た
犯
罪
の
特
徴
が
、
判
決
へ
の

民
族
同
胞
で
あ
る
素
人
裁
判
官
の
直
接
の
参
加
を
、
特
別
な
程
度
に
お
い
て
、
望
ま
し
い
も
の
と
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
、

裏
切
り
犯
罪
、
即
ち
、
忠
誠
思
想
に
立
脚
し
た
民
族
国
家
が
承
知
す
る
と
こ
ろ
の
犯
罪
の
う
ち
も
っ
と
も
重
大
で
あ
り
、
か
つ
行
為
者
の
名
誉

回
復
な
ど
一
般
に
考
え
ら
れ
え
な
い
犯
罪
が
何
よ
り
も
ま
ず
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
故
に
。
」
民
族
裁
判
所
の
構
成
員
お
よ
び
そ
の
代
理
人
の

任
命
等
に
関
し
て
は
、
第
二
条
が
こ
れ
を
規
定
、
即
ち
、
「
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
の
推
薦
に
も
と
づ
き
、
ラ
イ
ヒ
首
相
に
よ
り
、
五
年
の
任
期
を

も
っ
て
任
命
す
る
。
」
管
轄
権
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
が
こ
れ
を
規
定
、
「
民
族
裁
判
所
は
、
刑
法
第
八
〇
条
な
い
し
第
八
四
条
に
定
め

る
大
逆
罪
、
第
八
九
条
な
い
し
第
九
二
条
に
定
め
る
背
反
罪
、
第
九
四
条
第
一
項
に
定
め
る
ラ
イ
ヒ
大
統
領
に
対
す
る
攻
撃
、
及
び
一
九
三
三

年
二
月
二
八
日
の
民
族
と
国
家
の
保
護
の
た
め
の
大
統
領
令
第
五
条
第
二
項
第
毒
に
定
め
る
重
罪
の
事
件
に
関
し
、
第
壷
か
つ
最
終
審
と

し
て
、
審
理
及
び
判
決
の
権
限
を
有
す
る
。
」
訴
訟
手
続
き
に
関
し
て
は
、
第
五
条
が
、
「
第
一
審
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
き

に
関
す
る
裁
判
所
構
成
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
を
準
用
す
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
『
法
律
』
は
、
第
四
章
に
お
い
て
、
特
別
裁
判
所
の
場

合
と
同
様
、
い
く
つ
か
の
特
別
の
規
定
を
設
置
、
即
ち
、
「
弁
護
人
の
選
任
」
に
つ
き
、
「
民
族
裁
判
所
の
裁
判
長
の
許
可
を
必
要
と
す
る
、
こ



の
許
可
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
三
条
）
と
し
、
ま
た
、
「
予
審
」
、
「
公
判
の
開
始
の
決
定
」
に
関
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
公
訴
官

庁
の
裁
量
に
も
と
づ
き
公
判
の
準
備
の
た
め
に
不
必
要
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
行
わ
ず
」
（
第
四
条
）
、
あ
る
い
は
「
必
要
と
し
な
い
」
（
第
五

条
）
も
の
と
し
た
。

民
族
裁
判
所
は
、
当
初
、
「
特
別
裁
判
所
の
一
つ
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
「
国
内
外
の
非
法
律
家
に
よ
り
流

布
さ
れ
た
例
外
裁
判
所
と
の
悪
評
」
の
払
拭
と
、
「
そ
の
課
題
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
の
付
与
」
を
目
的
に
、
「
民
族
裁
判
所
に
関
す
る
第
二
の
基

本
法
」
と
し
て
、
一
九
三
六
年
四
月
一
八
日
、
『
民
族
裁
判
所
に
関
す
る
法
律
』
を
制
定
。
第
一
条
に
お
い
て
、
「
民
族
裁
判
所
は
裁
判
所
構
成

法
の
意
味
に
お
け
る
普
通
裁
判
所
で
あ
る
」
こ
と
を
宣
言
し
た
『
法
律
』
は
、
そ
の
構
成
に
関
し
、
第
二
条
に
お
い
て
、
「
民
族
裁
判
所
は
、

一
名
の
長
官
、
必
要
な
数
の
部
長
、
及
び
顧
問
を
も
っ
て
構
成
す
る
」
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
、
「
裁
判
官
た
る
資
格
を
有
し
、
満
三
五

才
に
達
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
「
終
身
」
（
第
三
条
）
の
「
専
任
構
成
員
」
（
第
二
条
）
と
な
ら
ん
で
、
第
四
条
に
お
い
て
、

司
法
大
臣
の
推
薦
に
も
と
づ
き
ラ
イ
ヒ
首
相
兼
フ
ユ
ー
ラ
ー
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
、
任
期
五
年
の
「
名
誉
構
成
員
」
の
制
度
を
設
け
た
。

管
轄
権
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
、
一
九
三
五
年
六
月
二
八
日
の
『
刑
事
訴
訟
手
続
き
及
び
裁
判
所
構
成
法
の
規
定
の
改
正
の
た
め
の
法
律
』

が
、
同
日
の
『
刑
法
典
の
改
正
の
た
め
の
法
律
』
に
よ
り
新
た
に
規
定
さ
れ
た
第
一
四
三
条
a
第
三
項
に
定
め
る
犯
罪
に
つ
き
、
ま
た
一
九
三

六
年
七
月
二
日
の
『
刑
法
典
の
改
正
の
た
め
の
法
律
』
が
、
そ
の
時
新
た
に
規
定
さ
れ
た
第
三
元
条
第
二
項
お
よ
び
新
た
に
規
定
し
直
さ
れ

た
第
一
四
三
条
a
第
四
項
に
定
め
る
犯
罪
に
つ
き
、
ま
た
一
九
三
六
年
一
二
月
一
日
の
『
経
済
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
法
律
』
が
、
第
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
ド
イ
ツ
経
済
に
重
大
な
損
害
を
惹
起
な
ら
し
め
る
経
済
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
民
族
裁
判
所
に
管
轄
権
を
与

え
る
規
定
を
お
い
た
が
、
全
体
的
な
管
轄
権
の
整
備
は
、
特
別
裁
判
所
の
そ
れ
と
同
様
、
一
九
四
〇
年
二
月
二
一
日
の
『
管
轄
権
に
関
す
る
命

令
』
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
『
命
令
』
は
第
五
条
に
お
い
て
、
以
下
の
犯
罪
に
つ
き
、
民
族
裁
判
所
に
排
他
的
な
管
轄
権
を
付
与
、

即
ち
、
①
大
逆
罪
（
刑
法
第
八
〇
条
な
い
し
第
八
四
条
）
、
②
背
反
罪
（
刑
法
第
八
九
条
な
い
し
第
九
二
条
）
、
③
フ
ユ
ー
ラ
ー
兼
ラ
イ
ヒ
首

民
族
共
同
休
と
法
（
九
）
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二

相
に
対
す
る
攻
撃
（
刑
法
第
九
四
条
第
一
項
）
、
④
国
防
手
段
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
お
よ
び
友
好
国
軍
隊
の
危
殆
化
（
亘
二
九
年
二
月

二
五
日
の
『
ド
イ
ツ
民
族
の
国
防
力
保
護
の
た
め
の
刑
罰
規
定
補
充
に
関
す
る
命
令
』
第
妄
お
よ
び
第
五
条
）
、
⑤
大
逆
罪
、
背
反
罪
お
よ

び
国
防
手
段
破
壊
罪
の
不
告
知
に
関
す
る
重
大
な
ケ
ー
ス
（
刑
法
第
三
元
条
第
二
項
）
、
⑥
一
九
三
三
年
二
月
二
八
日
の
『
民
族
と
国
家
の

保
護
の
た
め
の
大
統
領
令
』
第
五
条
第
二
項
第
毒
に
定
め
る
重
罪
、
⑦
一
九
＝
天
年
三
月
古
の
『
経
済
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
対
す
る
法

律
』
第
妄
第
壷
に
定
め
る
重
罪
。
こ
の
後
も
、
；
詣
二
年
三
塁
〇
日
の
『
民
族
裁
判
所
の
管
轄
権
拡
大
に
関
す
る
命
朝
』
が
、
一

九
三
八
年
八
月
－
七
日
の
『
戦
時
特
別
細
法
令
』
第
二
条
に
定
め
る
「
ス
パ
イ
行
為
」
に
つ
き
、
ま
た
、
二
九
四
三
年
貢
元
日
の
『
管
轄

権
に
関
す
る
命
令
の
補
充
の
た
め
の
命
令
』
が
、
同
じ
く
『
戦
時
特
別
刑
法
令
』
第
五
条
竺
項
第
毒
お
よ
び
第
二
項
に
定
め
る
「
公
然
た

る
国
防
力
破
壊
」
行
為
、
な
ら
び
に
第
五
条
第
一
項
第
三
号
お
よ
び
第
二
項
に
定
め
る
「
故
意
に
よ
る
国
防
義
務
離
脱
」
行
為
－
た
だ
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
検
事
総
長
が
民
族
裁
判
所
に
よ
る
判
決
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
た
場
合
」
を
条
件
と
し
て
ー
に
つ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
管
轄
権
を
新
た
に
民
族
裁
判
所
に
付
与
。
ま
た
、
完
四
二
年
三
月
二
言
の
『
軍
備
経
済
保
護
の
た
め
の
フ
ユ
ー
ラ
ー
の
命
覇
』
は
、

第
三
章
に
お
い
て
、
第
毒
に
定
め
る
「
労
働
力
の
需
要
、
あ
る
い
は
現
況
に
つ
い
て
の
故
意
に
よ
る
虚
偽
の
申
告
」
等
の
行
為
に
つ
き
、
管

轄
権
を
民
族
裁
判
所
に
付
与
す
る
も
の
と
規
定
し
た
。

大
逆
罪
や
背
反
罪
に
代
表
さ
れ
る
、
共
同
体
へ
の
忠
誠
義
務
に
対
す
る
違
背
を
規
定
的
本
質
と
し
、
そ
れ
故
に
共
同
休
に
と
っ
て
の
も
っ
と

も
重
大
な
脅
威
と
み
な
さ
れ
た
「
民
族
の
裏
切
り
」
に
関
し
、
第
壷
か
つ
最
終
審
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
代
わ
り
、
管
轄
権
を
与
え
ら

れ
た
民
族
裁
判
所
の
課
題
と
本
質
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
亘
二
五
年
＝
旦
四
日
、
新
し
く
ベ
ル
リ
ン
に
建
設
さ
れ
た
民
族
裁
判
所
法
廷

に
フ
ユ
ー
ラ
ー
兼
ラ
イ
ヒ
首
相
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
胸
像
を
設
置
す
る
記
念
式
典
が
行
わ
れ
た
そ
の
翌
日
、
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ

バ
ハ
タ
ー
の
編
集
長
で
あ
り
、
S
A
グ
ル
ッ
ペ
ン
フ
ユ
ー
ラ
ー
に
し
て
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
で
も
あ
る
ヴ
ァ
イ
ス
は
、
式
典
で
の
ギ
ユ
ル
ト

ナ
ー
等
の
演
説
を
受
け
、
『
ド
イ
ツ
法
』
紙
上
に
、
『
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
の
民
族
裁
判
所
』
と
題
す
る
論
説
を
発
表
。
「
フ
ユ
ー
ラ
ー
に
よ
る
設
立



に
際
し
、
民
族
裁
判
所
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
は
」
と
彼
は
書
い
て
い
る
、
「
ナ
チ
ス
国
家
が
司
法
の
領
域
に
お
い
て
与
え
た
も
っ
と
も
重
大
な

責
任
あ
る
課
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
た
な
ラ
イ
ヒ
の
存
立
と
安
全
は
、
国
民
と
国
家
の
最
高
の
法
益
の
保
護
を
任
務
と
す
る
こ
の
制
度
の

確
実
な
機
能
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
司
法
に
と
っ
て
、
犯
罪
的
行
為
に
よ
り
国
家
の
存
立
を
害
し
、
覆
す
恐
れ
の
あ
る
分
肢
の
攻
撃
か

ら
国
民
と
国
家
を
保
護
す
る
こ
と
よ
り
以
上
に
重
大
な
任
務
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
ナ
チ
ス
国
家
が
、
権
力
掌
握
後
、
政
治
的
領
域
に
属

す
る
も
っ
と
も
重
大
な
犯
罪
行
為
に
対
す
る
裁
判
の
た
め
に
特
別
の
裁
判
所
を
設
け
た
こ
と
は
、
十
分
根
拠
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
」

そ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
権
力
掌
握
以
前
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
実
際
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
自
明
の
事
柄
で
あ
る
と
ヴ
ァ
イ
ス
は
い
う
、

「
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
の
法
廷
で
行
わ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
裁
判
は
、
国
政
的
観
点
か
ら
み
て
、
満
足
す
べ
き
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
で
は
も
と

も
と
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
も
ま
た
、
そ
の
活
動
と
傾
向
に
お
い
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
民
主
主
義
的
国
家
を
支
配
し
た
政
治

的
精
神
的
根
本
態
度
に
よ
り
毒
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
ラ
イ
ブ
ツ
ィ
ヒ
で
の
背
反
罪
に
対
す
る
裁
判
は
、
通
例
、
た
だ
ち
に
ラ
イ
ヒ
ス
タ
ー

ク
で
の
政
党
間
の
論
議
を
招
き
、
イ
ン
チ
キ
新
聞
の
恥
知
ら
ず
な
煽
動
を
惹
起
す
る
、
そ
う
し
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
出
来
事
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
ナ
チ
ス
に
よ
る
権
力
掌
握
以
前
、
至
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
た
こ
う
し
た
法
的
な
不
安
定
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
こ
と
は
、
国
家
と
い
う
も

の
は
、
明
白
な
政
治
的
理
念
と
の
合
致
を
も
た
な
い
法
律
の
条
項
の
死
せ
る
文
言
に
よ
っ
て
は
決
し
て
有
効
に
保
護
さ
れ
え
な
い
も
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
以
上
の
前
提
か
ら
ヴ
ァ
イ
ス
は
結
論
す
る
、
「
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
民
族
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
に
と
っ
て
、
ナ

チ
ズ
ム
国
家
の
一
つ
の
有
機
的
創
造
物
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
司
法
の
領
域
で
の
、
ナ
チ
ズ
ム
の
根
本
観
念
の
表
現
形
式
で

あ
る
が
故
に
。
大
逆
罪
お
よ
び
背
反
罪
を
民
族
共
同
体
に
対
す
る
も
っ
と
も
恥
ず
べ
き
暗
殺
計
画
で
あ
る
と
み
な
し
、
か
つ
、
そ
れ
故
に
、
こ

れ
ら
の
犯
罪
を
も
っ
と
も
重
大
な
刑
罰
で
も
っ
て
打
ち
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
ナ
チ
ズ
ム
の
断
固
た
る
決
意
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
誰

の
眼
に
も
見
え
る
形
で
表
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
攣
」

既
に
、
こ
の
ヴ
ァ
イ
ス
の
論
説
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
、
民
族
裁
判
所
は
、
通
常
の
意
味
で
の
裁
判
所
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
法

民
族
共
同
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と
法
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九
）
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四

的
領
域
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
的
領
域
に
こ
そ
活
動
の
重
点
が
置
か
れ
る
」
、
い
わ
ば
一
つ
の
「
政
治
的
裁
判
所
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
民
族
裁
判
所
を
「
普
通
裁
判
所
」
と
規
定
し
た
一
九
三
六
年
の
『
法
律
』
の
制
定
以
後
も
変
化
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
民
族
裁
判
所
副
長
官
の
エ
ン
ゲ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
課
題
は
、
基
本
的
に
、
国
防
軍
の
そ
れ
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
、
「
国
防
軍
の
任
務
が
、
国
家
の
外
的
存
立
の
保
護
に
あ
る
よ
う
に
、
民
族
裁
判
所
は
、
秘
密
国
家
警
察
と
結
ん
で
、
国
家
の
内
的
存
立
を

保
護
す
る
義
務
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
民
族
裁
判
所
は
、
国
家
を
保
護
し
保
全
す
る
と
い
う
共
通
の
意
思
に
お
い
て
、
国
防
軍
な
ら
び
に
秘

密
国
家
警
察
と
同
盟
関
係
に
立
つ
。
」
あ
る
い
は
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
ギ
ュ
ル
ト
ナ
ー
の
発
言
は
、
よ
り
端
的
に
民
族
裁
判
所
の
本
質
を
突
く

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
、
即
ち
、
「
民
族
裁
判
所
は
、
ラ
イ
ヒ
の
外
的
、
内
的
安
全
に
対
す
る
一
切
の
攻
撃
を
打
倒
し
、
鎮
圧
す
る
た
め

の
闘
争
部
隊
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
民
族
裁
判
所
設
立
四
周
年
記
念
講
演
で
、
パ
リ
ジ
ウ
ス
検
事
が
あ
け
す
け
に
語
っ
た

よ
う
に
、
「
民
族
裁
判
所
の
任
務
は
、
裁
判
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ナ
チ
ズ
ム
の
敵
を
抹
殺
す
る
こ
と
」
に
あ
っ
た
の
だ
。

民
族
裁
判
所
の
も
つ
裁
判
所
と
し
て
の
性
格
の
変
化
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
裁
判
官
の
在
り
様
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
す

ま
な
か
っ
た
。
裁
判
官
も
ま
た
通
常
の
意
味
で
の
裁
判
官
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ト
は
い
う
、
「
こ
の
裁
判
所
の
す
べ

て
の
裁
判
官
、
な
ら
び
に
公
訴
官
庁
の
す
べ
て
の
代
表
者
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
彼
ら
は
、

政
治
家
で
あ
り
、
し
か
る
後
に
は
じ
め
て
裁
判
官
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
の
哲
」
完
三
四
年
の
『
改
正
法
』
に
よ
る
「
素

人
裁
判
官
」
の
導
入
の
目
的
が
、
こ
の
点
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ウ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
そ
の
解
説
の
中
で
は
っ

き
り
と
指
摘
し
て
い
た
、
「
国
家
に
敵
対
的
な
攻
撃
を
鎮
圧
す
る
領
域
に
お
い
て
、
事
実
に
関
す
る
特
別
な
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
民
族
の
政

治
的
建
設
作
業
に
取
り
組
む
勢
力
と
特
に
親
密
な
関
係
に
あ
る
結
果
、
そ
の
健
全
な
法
観
念
を
主
張
す
る
に
適
し
た
人
物
を
、
民
族
と
国
家
に

対
す
る
も
っ
と
も
重
大
な
犯
罪
の
裁
判
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
り
可
能
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
。
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
が
、
フ
ェ
ル

キ
ッ
シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
紙
上
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
族
に
対
し
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
「
民
族
裁
判
所
の
判
決
の
直
接
的
な
共
同
の



ト
レ
ー
ガ
ー
は
民
族
そ
れ
自
体
」
で
あ
っ
た
限
り
、
民
族
の
法
意
識
を
代
表
す
る
「
素
人
裁
判
官
」
こ
そ
が
民
族
裁
判
所
に
相
応
し
い
「
民
族

裁
判
官
（
＜
0
－
k
s
r
i
c
h
t
e
「
）
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
然
の
結
論
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
か
か
る
民
族
裁
判
官
の
候
補
と
し
て
、

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
具
体
的
に
、
国
防
軍
、
警
察
、
党
お
よ
び
党
の
下
部
組
織
の
構
成
員
を
挙
げ
、
「
民
族
自
身
を
判
決
の
ト
レ
ー
ガ
ー
と
す

る
上
で
、
彼
ら
以
上
に
相
応
し
い
人
物
は
他
に
存
在
し
な
い
」
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
手
に
よ
り
民
族
裁
判
所
に
送
り
込
ま

れ
た
彼
ら
裁
判
官
に
期
待
さ
れ
た
任
務
は
通
常
の
意
味
で
の
「
法
律
の
従
者
」
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
「
裁
判
官
は
、
自
ら
の
判
決

に
際
し
、
法
律
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
犯
罪
者
は
民
族
共
同
体
か
ら
排
除
す
る
と
の
根
本
原
則
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
時

に
あ
っ
て
は
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
の
だ
が
、
判
決
が
合
法
的
（
g
e
r
e
c
h
t
）
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
、
む
し
ろ
判
決
の
合
目
的
性
の

み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
も
っ
と
も
効
果
的
な
方
法
で
、
内
部
の
敵
か
ら
身
を
護
り
、
彼
ら
を
叩
き
潰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁

判
の
第
一
の
目
的
は
、
報
復
、
ま
し
て
改
善
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
の
保
護
に
あ
る
。
裁
判
の
基
礎
と
す
べ
き
は
、
法
律
で
は
な
く
、
犯

罪
者
は
抹
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
断
固
た
る
決
意
で
あ
禦
、
こ
れ
は
完
四
二
年
七
月
二
二
日
、
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
を
前
に
し
た

ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
演
説
の
中
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
一
九
三
六
年
以
降
、
民
族
裁
判
所
長
官
を
勤
め
、
そ
の
後
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
り
ラ
イ

ヒ
司
法
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
テ
ィ
エ
ラ
ッ
ク
は
い
う
、
「
こ
の
上
も
な
く
重
大
な
責
任
を
帯
び
た
民
族
裁
判
所
の
裁
判
官
た
る
地
位
に
と
っ
て

必
要
と
な
る
こ
と
は
、
卓
越
し
た
専
門
的
能
力
と
い
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
気
骨
、
毅
然
た
る
態
度
、
政
治
的
な
先
見
の
明
、

と
り
わ
け
フ
ユ
ー
ラ
ー
の
任
務
に
対
す
る
絶
対
的
信
仰
が
求
め
ら
れ
璽
」

一
九
四
二
年
八
月
、
民
族
裁
判
所
長
官
の
地
位
に
つ
い
た
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
以
上
に
、
彼
の
前
任
者
が
挙
げ
た
条
件
、
と
り
わ
け
最
後
の
条
件

に
合
致
す
る
裁
判
官
は
他
に
い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
長
官
就
任
後
間
も
な
く
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は

新
た
な
任
務
に
対
す
る
自
ら
の
決
意
と
心
構
え
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
、
「
親
愛
な
る
フ
ユ
ー
ラ
ー
閣
下
！
閣
下
に
以
下
の
報
告

を
行
う
こ
と
を
ど
う
か
お
許
し
下
さ
い
。
閣
下
か
ら
お
与
え
い
た
だ
き
ま
し
た
職
務
を
開
始
し
、
そ
の
間
、
新
た
な
任
務
に
も
慣
れ
て
ま
い
り

民
族
共
同
休
と
法
（
九
）
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ま
し
た
。
ラ
イ
ヒ
の
安
全
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
民
族
の
内
的
統
一
と
団
結
の
た
め
に
、
一
人
の
裁
判
官
と
し
て
、
か
つ
ま
た
民
族
裁
判
所
の
す
べ

て
の
構
成
員
の
指
導
者
と
し
て
、
す
べ
て
の
者
の
模
範
と
な
る
よ
う
、
忠
実
か
つ
全
身
全
霊
を
傾
け
努
力
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
閣
下
が
私
に
与

ぇ
ら
れ
ま
し
た
信
頼
に
お
応
え
す
る
道
だ
と
確
信
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
最
高
裁
判
権
所
有
者
に
し
て
、
ド
イ
ツ
民
族
の
裁
判
官
で
あ
ら

れ
る
フ
ユ
ー
ラ
ー
閣
下
か
ら
、
閣
下
の
最
高
政
治
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
の
責
任
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
私
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で

ぁ
り
ま
す
。
民
族
裁
判
所
は
、
今
後
、
閣
下
ご
自
身
の
分
身
と
し
て
、
閣
下
の
お
考
え
に
沿
う
通
り
の
判
決
を
下
す
よ
う
絶
え
ず
努
力
す
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

こ
う
し
た
精
神
的
態
度
か
ら
い
か
な
る
判
決
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
シ
ョ
ル
兄
妹
グ
ル
ー
プ
、
ハ
ー
グ
ェ
マ
ン
グ
ル
ー
プ
、
ク
ラ

ィ
ザ
ウ
ア
ー
グ
ル
ー
プ
、
あ
る
い
は
完
四
四
年
七
月
二
〇
日
の
抵
抗
者
達
に
対
す
る
周
知
の
過
警
極
め
た
裁
判
の
他
に
、
以
下
に
紹
介
す

る
完
四
三
年
九
月
三
日
の
判
決
も
ま
た
、
「
多
数
の
中
の
ほ
ん
の
一
例
」
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
忠
実
な
フ
ユ
ー
ラ
ー
の
従
者
」
と
し
て
の
フ

ラ
イ
ス
ラ
ー
の
精
神
構
造
を
伺
わ
せ
る
に
足
る
典
型
的
な
判
決
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
寄
宿
先
の
「
敬
度
な
ナ
チ
ス
主
義
者
」
で
あ
る
一
人

の
女
主
人
に
、
彼
女
の
ナ
チ
ス
に
対
す
る
信
頼
を
脅
か
す
話
を
語
っ
て
聞
か
せ
た
こ
と
の
故
に
、
「
国
防
力
破
壊
罪
」
に
問
わ
れ
た
ピ
ア
ニ
ス

ト
に
対
し
、
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
判
決
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
以
下
の
点
、

即
ち
、
彼
の
行
為
が
は
た
し
て
『
戦
時
特
別
刑
法
令
』
第
五
条
第
一
項
第
毒
－
「
ド
イ
ツ
国
ま
た
は
同
盟
国
民
族
の
武
力
に
よ
る
自
己
主

張
貫
徹
意
思
を
公
然
と
麻
捧
ま
た
は
破
壊
せ
ん
と
企
て
た
者
」
－
に
い
う
「
公
然
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
き
、
フ
ラ
イ

ス
ラ
ー
は
以
下
の
解
釈
に
も
と
づ
き
こ
れ
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
、
「
彼
の
行
為
は
、
ド
イ
ツ
民
族
同
胞
の
信
頼
に
対
す
る
卑
劣
な
侵
害
に
他

な
ら
な
い
。
彼
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
公
然
と
、
わ
れ
わ
れ
の
運
命
を
賭
け
た
こ
の
戦
い
に
お
け
る
男
ら
し
い
自
己
主
張
の
た
め
の
わ
れ
わ

れ
の
力
を
害
し
た
の
で
あ
る
。
何
故
彼
の
行
為
が
公
然
た
る
そ
れ
に
該
当
す
る
か
と
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
民
族
同
胞
で
あ
れ
ば
、
誰
で
あ
れ
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
耳
に
し
た
場
合
、
婦
人
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
も
っ
と
も
身
近
に
あ
る
党
や
国
家
の
当
該
管
轄
部
局
に
話
の
内
容
を
伝
え
る



で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
わ
が
ナ
チ
ス
・
ラ
イ
ヒ
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
同
胞

が
政
治
と
か
か
わ
り
あ
′
ぅ
こ
と
を
欲
す
る
が
故
に
、
か
つ
ま
た
、
政
治
的
な
発
言
は
、
良
き
に
つ
け
、
悪
し
き
に
つ
け
、
わ
が
民
族
の
政
治
的

な
思
想
の
土
台
の
一
部
を
形
成
す
る
が
故
に
、
〔
た
と
え
相
手
が
ー
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
〕
公
然
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
こ
の
判
決
か
ら
五
日
後
の
九
月
八
日
に
も
、
一
人
の
仕
事
仲
間
に
、
「
わ
れ
わ
れ
の
政
府
は
退
陣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
と
同
様
の
こ
と
が
起
こ
る
に
ち
が
い
な
い
、
ラ
イ
ヒ
元
帥
は
、
フ
ユ
ー
ラ
ー
が
既
に
そ
う
し
た
よ
う
に
、
外
国
へ
自

ら
の
財
産
を
送
っ
た
、
殺
人
は
中
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
戦
争
の
責
任
は
フ
ユ
ー
ラ
ー
に
あ
る
」
と
語
っ
た
こ
と
の
故
に
、
「
国
防
力
破
壊

罪
」
に
問
わ
れ
た
手
工
業
者
に
対
し
、
先
と
同
様
の
理
由
か
ら
死
刑
判
決
を
下
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
テ
ィ
エ
ラ
ッ
ク
は
、

民
族
裁
判
所
長
官
に
宛
て
た
＝
些
四
三
年
九
月
＝
目
付
け
の
手
紙
の
中
で
、
彼
の
法
律
解
釈
に
次
の
よ
う
な
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
、
「
貴

下
が
私
宛
て
に
個
人
的
に
送
っ
て
下
さ
っ
た
判
決
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、
『
公
然
』
な
る
概
念
に
対
し
行
わ
れ
た
解
釈
は
、
あ
ま
り
に
広
さ
に

過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
し
、
政
治
的
な
発
言
の
扇
が
、
原
則
と
し
て
、
公
然
と
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
『
戦
時
特
別
刑
法
令
』
第
五
条
第
壷
竺
号
に
明
確
に
規
定
羞
た
『
公
然
』
と
い
う
構
成
要
件
要
素
は
、
も
は
や
何
ら
の
意

味
も
も
た
な
い
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
今
後
、
貴
法
廷
が
、
こ
う
し
た
解
釈
を
主
張
さ
れ
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
」

戦
争
末
期
、
激
化
の
一
途
を
辿
る
「
裏
切
者
」
に
対
す
る
対
内
戦
争
の
最
前
線
に
お
い
て
、
民
族
裁
判
所
を
、
「
政
治
的
敵
対
者
の
抹
殺
の

た
め
の
純
粋
な
テ
ロ
磯
野
へ
と
変
貌
さ
せ
た
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
が
、
民
族
裁
判
所
長
官
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
テ
ィ
エ
ラ
ッ
ク
の
規
範
主

義
的
な
警
告
に
い
さ
さ
か
豊
を
貸
す
つ
も
り
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
完
四
四
年
七
月
二
〇
日
の
「
陰
謀
者
」
に
対
す
る
翁
が
続
く
雷
、

連
合
軍
の
爆
撃
に
よ
り
民
族
裁
判
所
の
地
下
室
の
中
で
自
ら
の
生
命
を
落
と
平
鹿
二
カ
月
前
に
公
刊
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
民
族
裁
判
所
』
と
題

す
る
以
下
の
文
書
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
い
う
、
「
民
族
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
的
安
定
を
保
障
す
る

最
高
裁
判
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
裏
切
り
か
ら
ラ
イ
ヒ
を
保
護
し
、
闘
争
力
の
破
壊
か
ら
民
警
保
護
す
る
こ
と
以
外
に
、
生
存
と
自
由

民
族
共
同
体
と
法
（
九
）



法
経
研
究
四
〇
巻
二
号
（
一
九
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

を
賭
け
た
今
日
の
戦
い
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
な
い
。
ナ
チ
ス
主
義
者
と
し
て
、
ま
た
フ
ユ
ー
ラ
ー
の
従
者
と
し
て
、
自

ら
の
課
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
民
族
と
ラ
イ
ヒ
の
指
導
者
に
し
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
を
代
表

す
る
わ
れ
わ
れ
の
フ
ユ
ー
ラ
ー
が
立
脚
す
る
立
場
が
何
で
あ
る
か
を
、
常
に
前
も
っ
て
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
判
決
に
際
し
、
わ
れ
わ
れ
が

年

被
』ヒ
口人
数

死

刑

終

身

刑

1015の
年年重
以以愁
上下役

5 10の
年年重
以来惹
上溝役

5 の
年 重
夫 慾
満 役

軽

懲

役

無

罪

1937 618 32 3 1 76 115 10 1 99 52

1938 614 17 29 56 111 9 1 105 54

1939 470 36 22 46 100 89 13 1 40

1940 1，09 1 53 50 69 233 416 188 80

1941 1，237 102 74 187 388 266 143 70

1942 2，572 1，192 79 363 405 19 1 183 107

1943 3，338 1，662 24 266 586 300 259 181

1944 4，379 2，097 15 114 756 504 331 489

（Aus：W．Wagner，”Der Volksgerichtshofim national－

sozialistischen Staat．“Anlage　33．）

依
拠
す
べ
き
公
準
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、
直
接
、
ナ
チ
ズ
ム
の
共
同
体
感
情
か
ら
受
け
取
る
。

わ
れ
わ
れ
が
、
民
族
の
魂
の
内
的
法
則
に
も
と
づ
い
て
判
決
を
下
す
時
、
真
面
目
な
民
族

同
胞
は
、
わ
れ
わ
れ
の
判
決
を
単
に
理
性
的
に
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
自
己
自

身
の
も
の
と
し
て
実
感
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
判

決
は
、
わ
れ
わ
れ
の
民
族
に
対
す
る
不
断
の
浄
化
作
用
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
う
る
こ
と

に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
と
も
危
険
な
敵
は
敗
北
主
義
で
あ
る
。
裏
切
者
に
対
す
る
判

決
の
厳
格
さ
は
、
戦
い
の
最
中
に
あ
る
わ
が
民
族
に
対
す
る
愛
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

ら
裏
切
者
は
、
わ
れ
わ
れ
の
敵
の
匿
名
の
代
理
人
に
他
な
ら
な
い
が
故
に
。
ナ
チ
ズ
ム
へ

の
信
仰
に
よ
り
支
え
ら
れ
、
政
治
的
世
界
観
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
り
鼓
舞
さ
れ
、
わ
れ
わ

れ
大
ド
イ
ツ
ラ
イ
ヒ
の
民
族
裁
判
所
は
、
義
務
の
警
告
者
に
し
て
、
統
一
と
団
結
へ
の
呼

び
掛
け
人
、
内
外
に
お
け
る
民
族
の
力
の
擁
護
者
に
他
な
ら
な
璧
」

民
族
裁
判
所
が
、
「
共
同
体
の
統
一
と
団
結
の
擁
護
者
」
と
し
て
、
第
三
ラ
イ
ヒ
の
終

末
に
至
る
ま
で
、
い
か
に
忠
実
な
「
フ
ユ
ー
ラ
ー
の
従
者
」
で
あ
り
続
け
た
か
、
上
に
掲

げ
る
、
民
族
裁
判
所
長
官
自
身
の
報
告
す
る
統
計
数
字
、
と
り
わ
け
最
後
の
数
年
間
の
死

刑
判
決
の
圧
倒
的
増
加
は
、
は
っ
き
り
と
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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一
九
三
三
年
三
月
三
日
の
『
設
置
命
令
』
以
降
、
新
た
に
特
別
裁
判
所
の
管
轄
権
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
法
律
・
命
令
が
あ
っ
た
。

一
九
二
三
年
四
月
四
日
の
『
政
治
的
暴
力
行
為
防
止
の
た
め
の
法
律
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
S
e
t
Z
b
－
a
－
＝
琵
・
↑
e
i
＝
・
S
・
－
芦
）
、
l
九
三
三
年
六
月
三
日
の

『
ド
イ
ツ
民
族
経
済
へ
の
裏
切
り
に
対
す
る
法
律
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
Z
b
－
a
－
＝
器
∽
・
↑
e
i
＝
・
S
・
害
・
）
、
完
三
三
年
一
〇
月
三
日
の
『
法
的
平
和
の

保
障
の
た
め
の
法
律
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
－
ニ
器
S
e
i
＝
・
S
・
↓
鱒
）
、
一
九
三
四
年
三
月
二
〇
日
の
『
特
別
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ

政
府
命
令
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
Z
b
－
a
－
＝
琵
・
↑
e
i
＝
・
S
・
こ
、
完
三
五
年
六
月
二
八
日
の
『
刑
事
訴
訟
手
続
き
及
び
裁
判
所
構
成
法
の
規
定
の
改
正
の

た
め
の
法
律
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
ニ
器
S
e
i
＝
・
S
・
芸
・
）
、
一
九
三
六
年
二
月
五
日
の
『
特
別
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
政
府
命
令
』

（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
邑
a
－
こ
器
の
・
↑
e
i
＝
・
S
・
芦
）
、
完
三
六
年
一
〇
月
二
九
日
の
『
四
力
年
計
画
実
施
に
関
す
る
法
律
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
こ
琴

T
e
i
－
H
．
S
．
治
り
．
）
。

（
6
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
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こ
器
0
0
●
T
e
i
二
・
S
・
－
琵
N
・

（
7
）
P
f
亡
n
d
n
e
r
＼
N
e
u
b
e
r
t
－
a
．
a
．
〇
こ
S
．
∞
a
（
芦

（
8
）
R
e
i
c
F
s
g
e
s
e
t
N
b
－
a
t
こ
器
P
T
e
i
＝
・
S
・
－
雷
∞
・

（
9
）
P
f
亡
n
d
n
e
r
＼
N
e
u
b
e
r
t
㌦
D
a
s
n
e
亡
e
D
e
u
t
s
c
T
e
R
e
i
c
h
s
r
e
c
h
t
・
ニ
ー
a
・
芦
S
・
－
（
n
e
u
）
・

（
10
）
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
b
l
a
t
こ
芝
P
T
e
i
＝
・
S
・
呉
戸

（
1
1
）
た
と
え
ば
、
ク
ロ
ー
ネ
は
、
裁
判
所
、
と
り
わ
け
特
別
裁
判
所
の
課
題
に
つ
い
て
語
る
中
で
、
「
客
観
性
」
が
新
た
な
第
三
ラ
イ
ヒ
の
裁
判
原
理
で
は

あ
り
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
確
認
し
て
い
る
、
「
す
べ
て
の
法
の
目
的
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
民
族
共
同
体
の
保
護
と
維
持
へ
の
奉
仕
に
あ

る
。
も
し
、
そ
れ
ら
が
、
客
観
性
に
よ
り
、
国
民
と
国
家
の
保
護
の
必
要
性
と
い
っ
た
事
柄
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
職
務
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
、
あ
る
い
は
そ
う
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
信
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
課
題
を
誤
解
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
…
…
法
律
お
よ
び
裁
判
官
の
任
務
は
、
国
家
の
す
べ
て
の
活
動
が
定
位
す
る
と
同
じ
目
的
、
即
ち
、
国
家
と
民
族
の
維
持
お
よ
び
保
護
の
実
現

に
も
っ
ぱ
ら
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」
（
C
h
r
O
n
e
－
D
e
仁
t
S
C
h
e
J
u
s
t
i
z
，
－
悪
声
S
・
∽
∞
良
し

民
族
共
同
体
と
法
（
九
）
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n
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照
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章
三
（
二
）
注
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参
照
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テ
ィ
エ
ラ
ッ
ク
は
、
訴
訟
指
揮
に
関
し
て
も
、
彼
の
前
任
者
に
対
す
る
危
慎
、
懸
念
を
、
完
四
四
年
七
月
二
〇
日
の
「
陰
謀
者
」
に
対
す
る
公
判

に
関
し
、
完
四
四
年
九
月
八
日
、
総
統
秘
書
ボ
ル
マ
ン
に
送
付
し
た
電
報
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
〔
ゲ
ル
デ
ラ
ー
等
の
公
判
中
〕
裁
判
長
は

被
告
人
に
対
し
繰
り
返
し
大
声
を
張
り
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
が
傍
聴
を
許
し
た
お
よ
そ
三
〇
〇
人
の
人
々
に
非
常
に
悪
い
印
象
を
与
え
た

に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
か
く
の
ご
と
き
公
判
に
お
い
て
、
か
く
の
ご
と
き
審
理
方
法
を
採
る
こ
と
は
、
危
険
こ
の
う
え
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
他
、
公
判
の
政
治
的
な
指
導
に
つ
き
ま
し
て
は
、
異
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
裁
判
長
〔
の
言
軌
は
〕
、
こ
の
重
要
な
公
判
の
厳
粛
性
を
侵
害
し
、

…
…
裁
判
所
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
種
の
裁
判
に
は
絶
対
不
可
欠
な
、
氷
の
よ
う
な
冷
厳
さ
と
悠
然
た
る
抑
制
が
、
裁
判
長

に
は
完
全
に
欠
け
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
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（
亜
）
－
九
四
五
年
二
月
三
日
の
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
最
期
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
当
日
、
法
廷
で
彼
と
対
時
し
、
公
判
の
最
中
爆
撃
を
受
け
、
と
も
に
地
下

室
に
避
難
し
な
が
ら
、
運
よ
く
難
を
免
れ
た
、
一
九
四
四
年
七
月
二
〇
日
の
「
陰
謀
者
」
の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ラ
ー
ブ
レ
ン
ド
ル
フ
の
戦
後
の
報
告
が

ぁ
る
。
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な
お
、
民
族
裁
判
所
長
官
の
死
に
つ
い
て
、
フ
ェ
ル
キ
ッ

シ
ャ
ー
・
ベ
オ
バ
ハ
タ
ー
が
、
－
切
の
論
評
抜
き
に
、
た
だ
事
実
だ
け
を
、
し
か
も
他
の
一
般
の
兵
士
や
官
吏
の
そ
れ
と
並
べ
て
報
じ
た
の
は
、
一
〇

日
後
の
二
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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